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安倍内閣総理大臣発言要旨（抄） 

（令和 2 年 5 月 14 日 第 34 回新型コロナウイルス感染症対策本部） 

 

 多くの地域における緊急事態宣言の解除によって、ここから、コロナの時代の新たな日常を取り

戻していく。このため、もう一段の新たな対策が必要である。そう判断いたしました。先般の第 1

次補正予算を強化するため、直ちに第 2 次補正予算の編成に着手します。同時に、必要な制度の創

設のための法案の準備にも取り掛かります。 

  その柱は第一に、休業を余儀なくされている皆さんの暮らしを守るため、雇用調整助成金を抜本

的に拡充します。日額上限を 1 万 5,000 円まで特例的に引き上げるとともに、雇用されている方が

直接申請することができ、お金を受け取れる新たな制度を創設します。 

  第二に、中小・小規模事業者の方々の売上が大幅に減少する中で、固定費として大きな負担とな

っている家賃をより一層軽減するため、新たな支援制度を創設します。 

  第三に、大学生を始めとする学生の方々がアルバイト収入の激減等により学業を断念するといっ

たことがないよう、新たに学生支援のための仕組みを創設します。 

  第四に、ウイルスとの長期戦を戦い抜くことができるよう、医療体制に関する包括支援交付金を

全額国費による負担とするとともに、大幅な積み増しを行い、検査体制や重症者治療の充実など、

医療の現場が抱える課題の解決に向け強力な支援を実行します。 

  第五に、海外での感染症の動向が十分に見通せない中、中小企業のみならず、中堅・大企業の資

金繰りにも十分配慮することとし、日本公庫の特別貸付や日本政策投資銀行による危機対応融資の

積み増し、劣後ローン等の資本性資金を活用した財務基盤強化など、金融機能の強化に向けた対応

を行います。 

  以上の制度改正のほか、これまでの予算の執行状況等を見極めつつ、必要な支援について検討し

ますが、今後の長期戦を見据えれば、状況の変化に応じ臨機応変に対応できるようにすることが重

要です。こうした観点から、新型コロナウイルス感染症対策予備費も、更に積み増しし、今後の対

応に万全を期すこととします。 

  本補正予算については、5 月 27 日を目途に概算決定を行い、その後速やかに国会に提出したい

と思います。このため、財務大臣におかれては、こうした方針の下で第 2 次補正予算の編成に当た

ってください。また各位にあっては、目下第１次補正予算に盛り込んだ各種対策の執行を進めてい

ただいているものと承知していますが、各種給付金を 1 日も早く国民の皆様のお手元に届けられる

よう、引き続き全力で対応に当たってください。その上で第 2 次補正予算の策定にも協力をお願い

します。 
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